
  

０円 152 円〜※

５⽉分

６
５⽉当⽉

前

24 前営業⽇
【注意事項】郵便局での本⼿続から⾃動払込⼿続の完了まで、約２か⽉は払込取扱票が発⾏されます。 

本⼿続後であっても、払込取扱票が到着した分は⾃動払込適⽤前のため、払込取扱票で払込みをお願いします。 

ご記⼊が困難なときは 

記⼊不要 

記⼊不要 

ｚ

共 
済 

【注意】
前

⽉

※ 記入に不備がある場合は、手続が遅れる場合があります。 

  送送金金手手数数料料ののごご負負担担ががなないい「「自自動動払払込込」」ををごご利利用用くくだだささいい    

⾃動払込は送⾦⼿数料のご負担がありません 
⾃動払込の場合 払込取扱票の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当⽉分掛⾦の払込みが１か⽉先になります 
（例） の掛⾦の場合 

⾃動払込の場合 払込取扱票の場合 
⽉の 24 ⽇※ 

に引落しになります 末⽇までに 
払込みをお願いしています ※会社の給与⽀給⽇と同⽇のため、

⼟⽇祝の場合は 営業⽇ 
 

⾃動払込をご利⽤になれる⽅ 
ご利⽤になれる⽅ ご利⽤になれない⽅ 

 
 

右にあてはまらない 
休職中の⽅ 

 
 

産前産後休業取得中の⽅ 
育児休業取得中の⽅ 

 
 
 

郵便局の貯⾦窓⼝等でお⼿続きください（共済組合への届出は不要です） 
⼿順① 本紙と給与⼝座の通帳とお届け印を持参し、郵便局の貯⾦窓⼝等で緑の⽤紙「⾃動払込利⽤申込書」を⼊⼿ 
⼿順② 下図のとおり必要事項を記⼊・押印し、窓⼝に提出（お客様控えは、ご⾃⾝で保管） 
⼿順③ 毎⽉ ⽇（⼟⽇祝の場合は ）の⼝座残⾼に注意してお待ちください 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

休休職職期期間間中中のの支支出出をを  

少少ししででもも抑抑ええらられれまますす  共済センター(0120-97-8484)にご連絡
ください。ご本⼈確認の上、共済組合の登録
情報に基づき、必要事項を記⼊したものを
登録のご住所あてに郵送します。（押印と貯⾦
窓⼝等への届出はご⾃⾝でお願いします） 

※152 円は ATM で 5 万円未満⼊⾦時 

<<おお問問いい合合わわせせ先先>>日日本本郵郵政政共共済済組組合合ココーールルセセンンタターー  

TTEELL::00112200--9977--88448844（（平平日日 99::0000～～1188::0000））  

【お申込⼈欄】 
会社の給与振込⼝座をご記⼊ください 

【払込先欄:加⼊者名と⼝座番号】 
図の内容で、正確にご記⼊ください 

【払込⾦の種別欄】 
⾃由記⼊欄に「共済掛⾦」とご記⼊の上 
チェックしてください 

【払込⽇欄】 
「24 ⽇」をご記⼊ください 

⽤紙右端の記載と異なり、24 ⽇
が⼟⽇祝⽇の場合は 営業⽇に引落し
をかけますので⼝座残⾼にご注意ください 

【備考欄】 
組合員番号（社員番号）の８桁を、 
左詰めでご記⼊ください 

30共済掛金

埼玉県さいたま市中央区○○○町○-○-○

共済　太郎

0☓0　1234　5678
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